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この資料における計数は、それぞれ四捨五入しているため、端数において

合計と一致しないものがある。 
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（単位：億円）

５年度 ６年度 増△減

(△2.0%)

一般会計歳出（Ａ） 1,143,812 1,120,717 △23,095

うち (△7.5%)

一般歳出（Ｂ） 727,317 672,764 △54,554

うち (2.3%)

社会保障関係費（Ｃ） 368,687 377,193 8,506

(2.4%)

年金給付費 130,857 134,020 3,163

(0.7%)

医療給付費 121,517 122,366 849

(1.0%)

介護給付費 36,809 37,188 379

(7.7%)

少子化対策費 31,412 33,823 2,411

(4.2%)

生活扶助等社会福祉費 43,093 44,912 1,819

(△2.4%)

保健衛生対策費 4,552 4,444 △108

(△1.5%)

雇用労災対策費 447 440 △7

（Ｃ）／（Ａ） 32.2% 33.7% △36.8%

（Ｃ）／（Ｂ） 50.7% 56.1% △15.6%

うち (△20.5%)

恩給関係費（Ｄ） 970 771 △198

（Ｃ＋Ｄ）／（Ａ） 32.3% 33.7% △36.0%

（Ｃ＋Ｄ）／（Ｂ） 50.8% 56.2% △15.2%

（注１）計数はそれぞれ四捨五入している。

（注２）５年度予算額は、６年度予算額との比較対照のため組替掲記している。

（注３）上記の社会保障関係費等は、一般歳出の内訳として主要経費別に分類したものである。

令和６年度 社会保障関係費（主要経費別）

― 2 ―

―  ―0123456789



 
 

令和６年度の社会保障関係費は、前年度（36.9 兆円程度）から＋8,500 億円程度の
37.7 兆円程度となった。経済・物価動向等を踏まえつつ、社会保障関係費の実質的な
伸びを高齢化による増加分におさめる方針に沿って計上（年金スライド分を除く高齢
化による増は＋3,700億円程度、年金スライド分の増は＋3,500億円程度、制度改正に
伴う消費税増収分＋1,200億円程度）。 

※ 高齢化による増にカウントされない、65 歳未満の人口の減少に伴う社会保障関係費の

減は、▲700 億円程度（医療：▲200 億円程度、保育給付等：▲500 億円程度） 
 
 
 

 
診療報酬改定については、現場で働く幅広い方々の賃上げとして、令和６年度にベ

ア 2.5％（定昇分を入れれば 4.0％）、令和７年度にベア 2.0％（同 3.5％）を実現するた
めの措置を講ずる（改定率＋0.89％程度（＊））。また、財務局等による機動的調査で判
明した診療所の良好な経営状況等（⇒別紙３）を踏まえ、診療所を中心に管理料や処
方箋料等の再編等による効率化・適正化を行う（改定率▲0.25％）。こうしたメリハリ
のある改定を行うことで、改定率を＋0.88％（国費 822億円）とする。 
＊ 看護職員、リハビリ専門職等の医療関係職種の賃上げ：＋0.61％ 

40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従

事する者の賃上げ：＋0.28％程度 

  ※ 国費 822 億円のうち、254億円は消費税財源（社会保障の充実）により対応。 

薬価等については、イノベーションの更なる評価や後発医薬品等の安定供給確保に
対応しつつ、市場実勢価格を反映する等により▲1.00％（国費▲1,202 億円）とする。 

 
 
 

 
（介護報酬改定） 

介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サー
ビス毎の経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体
で＋1.59％（国費 432億円）とする。 
上記＋1.59％のうち、介護職員の処遇改善分として＋0.98％を措置（令和６年度にベ

ア 2.5％、令和７年度にベア 2.0％を実現するために必要な水準）。その上で、賃上げ税
制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、その他の改定率
＋0.61％を措置。 
このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱

水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として＋0.45%相当の改定が見込
まれ、合計すると＋2.04%相当の改定となる。 

※ 国費 432億円のうち、245億円は消費税財源（社会保障の充実）により対応。後述の第

1号保険料の見直しなどを財源として活用。 

Ⅱ．令和６年度診療報酬・薬価等改定 ⇒ 別紙２ 

 

Ⅲ．令和６年度介護報酬、障害福祉サービス等報酬改定 ⇒ 別紙４ 

 

Ⅰ．令和６年度社会保障関係費の全体像 ⇒ 別紙１ 
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（障害福祉サービス等報酬改定） 
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉分野の人材確保のた

め、介護並びの処遇改善を行うとともに、介護との収支差率の違いも勘案しつつ、新
規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏ま
えたサービスの質等に応じたメリハリのある報酬設定を行うことにより、改定率は全
体で＋1.12％（国費 162 億円）とする。なお、改定率の外枠で処遇改善加算の一本化
の効果等があり、それを合わせれば改定率＋1.5％を上回る水準となる。 

 
 
 

 
「こども未来戦略」（令和５年 12月 22日閣議決定）において、予算規模 3.6兆円（国・

地方合計）に及ぶ政策強化の具体策である「加速化プラン」と、それを安定的に支える
財源確保の枠組みを決定。スピード感を持って実行に移し、今後３年間（令和８年度ま
で）にその大宗を実施していく方針。 
令和６年度予算においては、歳出改革や既定予算の最大限の活用により財源を確保し

つつ、以下の項目を中心に施策の充実を図り、「加速化プラン」3.6兆円のうち 1.3兆円
程度（約３割強）を実現。 

 
（１）「加速化プラン」のスピード感ある実行 
① 児童手当の抜本的拡充 3,558億円（拡充分）（総額：1兆 5,246億円） 

（一部、事業主拠出金）【年金特別会計】（注）公務員分除く 
－ ①所得制限の撤廃、②高校生年代までの支給期間の延長、③多子加算について
第３子以降３万円（※）、とする抜本的拡充を行う。 
※ 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生

に限らず、22 歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウン

ト対象とする。 

－ これら、抜本的拡充のための所要の法案を次期通常国会に提出し、令和６年 10
月分から実施する。その際、支払月を年３回から隔月（偶数月）の年６回とし、拡
充後の初回支給を令和６年 12月とする。 

－ 拡充後の財源構成については、令和８年度から創設されるこども・子育て支援
納付金（仮称）を財源の一つとして位置づけることとし、現行制度における財源
構成も踏まえつつ、以下のとおりとする（令和 10年度以降の本則ベース）。 
・３歳未満被用者：支援納付金 3/5、子ども・子育て拠出金 2/5、 
・３歳未満非被用者：支援納付金 3/5、公費 2/5（国 4/15、地方 2/15）、 
・３歳以上被用者・非被用者：支援納付金 1/3、公費 2/3（国 4/9、地方 2/9） 

－ 支援納付金充当分（3,476億円）について、支援納付金が満年度化するまでの間
の財源不足には、必要に応じて、「こども・子育て支援特例公債」（仮称）を発行し
て充てることとし、令和６年度予算においては、インボイス制度導入に伴う消費
税増収相当額の活用等により、発行額は 2,219億円。 

Ⅳ．こども・子育て政策の抜本強化 ⇒ 別紙５～７ 
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② 妊娠・出産時からの支援強化 
 出産・子育て応援交付金 569億円（５年度：295億円）〔満年度化〕 

 伴走型相談支援 56億円（５年度：50億円） 
－ 妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と、妊娠届出・出産届出
を行った妊婦等に対する経済的支援（計 10万円相当）を一体として実施。 

 妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援 ５億円（新規） 
－ 遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設ま
での移動にかかる交通費及び宿泊費の助成を行う。 

 
③ 幼児教育・保育の質の向上等【年金特別会計】 
 ４・５歳児の職員配置基準の改善 118億円（拡充分） 
－ 制度発足以来 75年間一度も改善されてこなかった４・５歳児の職員配置基準に
ついては、令和６年度から 30対 1から 25対 1への改善を図り、それに対応する
加算措置を設ける。また、これと併せて最低基準の改正を行う。 

 保育士・幼稚園教諭の処遇改善 764億円（拡充分）（一部、事業主拠出金） 

－ 民間給与動向等を踏まえた更なる保育士等の処遇改善として、人事院勧告を踏
まえた公定価格の引上げを実施（人件費の改定率は＋5.2％）。 

 ※ 令和５年度予算における改定率は＋2.1％（所要額：305 億円） 

 こども誰でも通園制度（仮称）（５年度補正 91億円） 

－ 本格実施を見据えた試行的事業について、令和５年度補正予算で措置し、令和
５年度からの開始も可能とする。 

－ 令和８年度の本格実施後は、支援納付金を財源の一つとして位置づけることと
し、その財源構成については、本制度が現物給付であり、地域によって提供体制
の整備状況が異なることから、類似する現行制度も踏まえ公費により一部を負担
し、支援納付金１/２・公費１/２（国１/４・都道府県１/８・市町村１/８）とする
（令和 10年度以降の本則ベース）。 

 
④ 子ども・子育て拠出金（事業主拠出金）の使途拡大【年金特別会計】 

「加速化プラン」を支える財源のうち既定予算の活用として、事業主拠出金の最大
限の活用を図ることとし、現行料率（0.36％）の範囲内で使途を拡大。 
 放課後児童クラブの常勤職員の配置改善 173億円（新規） 
－ 放課後児童クラブの安定的な運営を図る観点から運営費において、現行の補助
基準額に加え、「常勤の放課後児童支援員を２名以上配置した場合」の補助基準額
を創設。 

 病児保育事業の基本単価分の引上げ ８億円（拡充分） 
－ 病児保育に係る保育士等の職務の特殊性等を踏まえ、基本分単価を引き上げ。 

※ ０～２歳児に係る保育給付について、人事院勧告を踏まえた処遇改善に必要な額の

半分に対応 345億円（上記の保育士・幼稚園教諭の処遇改善の内数） 
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⑤ 多様な支援ニーズへの対応 526億円（拡充分） 
こどもの貧困、児童虐待防止、障害児・医療的ケア児支援など多様な支援ニーズを

有するこども・子育て世帯への支援について、支援基盤や自立支援の拡充に重点を置
いて対応を強化するとともに、今後のニーズの増大にも対応し、必要な支援を確実に
提供。 
※ 令和５年度補正予算において、学習支援や食事支援などを前倒しで措置（84 億円） 

（主な施策） 
 児童扶養手当の拡充 35億円（拡充分） 
－ 所得制限の見直し（年収ベース・こどもが 1人の場合） 
・ 全部支給の所得限度額：160万円→190万円 
・ 一部支給の所得限度額：365万円→385万円 

－ 多子加算の見直し 
・ 第 3子以降の加算額（現行 6,250円）を第 2子の加算（10,420円）と同額ま
で引き上げる。  （注）加算額は、令和 5年度の全部支給の場合の額 

※ 給付額について、物価上昇に応じて適切に引き上げる。 

※ 児童扶養手当の受給に連動した支援策（給付金や貸付など）について、所得が上がっ

て手当の受給対象から外れた場合でも、1年間をめどに利用可能にする。 

 改正児童福祉法（令和６年４月施行）に基づく政策強化 73億円（拡充分） 
－ こども家庭センターの全国展開による市町村の包括的な相談体制の整備 
－ 里親支援センターの創設による里親等支援の強化 等 
 こども若者シェルターの確保 ２億円（新規） 
－ 虐待等で家庭等から孤立したこども・若者のための安全な居場所を確保し、相
談支援等を実施 

 こどもの補装具費支給制度の所得制限の撤廃 ４億円（拡充分、厚生労働省計上） 
－ 所得制限を撤廃し、現在、全額自己負担となっている年収 1,200 万円以上の世
帯も支援の対象とする。 

 
⑥ 共働き・共育ての推進 
 育児休業給付の増 8,555億円（５年度：7,625億円）【労働保険特別会計】 
－ 男性育休の取得促進等に伴う育児休業給付の支給額の増加 
 育児休業給付を支えるための財政基盤の強化 1,069億円（５年度：95億円） 
－ 国庫負担について、令和６年度から現行の１/80から本則の１/８に引き上げる 

※ 「社会保障の充実」枠の一部を財源として充当 
－ 保険料率は、当面は現行の 0.4％に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備え
て、本則料率を令和７年度から 0.5％に引き上げる改正を行うとともに、実際の料
率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入 

 育児休業を支える体制整備を行う中小企業への支援 
175億円（５年度：97億円）【労働保険特別会計】 

－ 業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成を強化する（育児
休業中の手当支給：最大 125万円） 
※ 両立支援等助成金（育休関連のコース） 
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（２）こども家庭庁予算 

  令和４年度 令和５年度 令和６年度 R５→R６の増額 

一般会計+年金特別会計 
（純計） 46,871 48,104 52,832 ＋4,728 

 うち一般会計 39,045 39,691 41,457 ＋1,766 

令和６年度のこども家庭庁予算 52,832 億円に育児休業給付の令和４年度からの増分
（＋1,255億円）を加えた額は、令和４年度のこども家庭庁予算（46,871億円）との比較
で＋7,216億円の増加（＋15％）。 

※ 「加速化プラン」を実施することにより、国のこども家庭庁予算（2022 年度 4.7 兆円）は

約５割増加すると見込まれる。「こども未来戦略」（令和５年 12 月 22 日閣議決定） 

※ こども家庭庁の下に、2025 年度に、こども・子育て支援特別会計（いわゆる「こども金庫」）

を創設し、既存の年金特別会計子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計（育児休業給

付）を統合しつつ、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進める。 

 令和６年度における社会保障関係費等の歳出の目安の下での歳出改革による公費節減
効果は国・地方で 0.19兆円程度（令和５年度は 0.18兆円程度）。 
 
 
（参考）「こども未来戦略」における実質的な社会保険負担軽減効果 
  「こども未来戦略」においては、「高齢化等に伴い、医療・介護の給付の伸びが保険
料の賦課ベースとなる雇用者報酬の伸びを上回っており、このギャップにより、保険
料率は上昇している。若者・子育て世帯の手取り所得を増やすためにも、歳出改革と
賃上げによりこのギャップを縮小し、保険料率の上昇を最大限抑制する」としている。 
こうした中、「加速化プラン」の財源として、既定予算の最大限の活用等を行うほか、

歳出改革による公費節減及び支援金制度の構築により確保していくこととされている。 
支援金については、「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を

生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築する」とされており、所要の法律案を次期
通常国会に提出予定。 
「実質的な社会保険負担軽減効果」については、2023年度分及び 2024年度分は合

計 0.33兆円程度となる。 
 

2023年度分   ▲0.15兆円 
    薬価改定   ▲0.15兆円 

2024年度分   ▲0.17兆円 
    薬価等改定/薬価制度見直し ▲0.26兆円 
    診療報酬改定※  ＋0.05兆円 
    介護報酬改定※  ＋0.04兆円 
       ※医療従事者・介護従事者に対する処遇改善のための加算措置分を除く 
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今般閣議決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」や「改
革工程表 2023」等に沿って、以下の項目を中心に全世代型社会保障の実現等に向けて
進めていく。 

 
（１）働き方に中立的な社会保障制度等の構築 
○ いわゆる「年収の壁」については、社会全体で労働力を確保するとともに、労働
者自身も希望どおり働くことのできる環境づくりに向けて、当面の対応策である
「年収の壁・支援強化パッケージ」を着実に実行する。また、「年収の壁」を意識
せずに働くことが可能となるよう、制度の見直しに取り組む。 

 
（２）医療制度改革 
○ イノベーションの更なる評価等を行うため、長期収載品の保険給付の在り方の見
直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後５年以上経過したも
の又は後発医薬品の置換率が 50％以上となったものを対象に、後発医薬品の最高
価格帯との価格差の４分の３までを保険給付の対象とすることとし、令和６年 10
月より施行する。 

 
○ 薬剤自己負担の見直し項目である「薬剤定額一部負担」「薬剤の種類に応じた自
己負担の設定」「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し」について、引
き続き検討を行う。 

 
（３）介護制度改革 
○ 第１号保険料に係る見直しについては、被保険者間の所得再分配機能を強化する
ため、国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の
標準乗率の引下げを行う。その際、制度内での所得再分配機能に係る対応が強まる
ことを踏まえ、低所得者の負担軽減に活用されている公費の一部（国費 191 億円）
について、現場の従事者の処遇改善をはじめとする介護に係る社会保障の充実に活
用する。 ⇒ 別紙９ 

 
○ 利用者負担が２割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下
の内容につき、引き続き早急に、介護サービスは医療サービスと利用実態が異なる
こと等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第 10期介護保険事業
計画期間の開始（2027年度～）の前までに、結論を得る。 

  ① 利用者負担の「一定以上所得」（２割負担）の判断基準について、以下の案を軸
としつつ、検討を行う。 
ア：直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けず

とも、負担増に対応できると考えられる所得を有する利用者に限って、２割
負担の対象とする。 

Ⅴ．全世代型社会保障の実現等 ⇒ 別紙８ 
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イ：負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、
アよりも広い範囲の利用者について、２割負担の対象とする。その上で、介
護サービス利用等への影響を分析の上、負担上限額の在り方について、2028
年度までに、必要な見直しの検討を行う。 

② ①の検討にあたっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反
映のあり方や、きめ細かい負担割合のあり方と併せて早急に検討を開始する。 

 
○ 介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の見直しについては、介護
給付費分科会における議論を踏まえ、一部の施設（介護老人保健施設においては「そ
の他型」及び「療養型」、介護医療院においては「Ⅱ型」）について、新たに室料負担
（月額８千円相当）を導入する。その上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施
設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を行う。 

 
○ 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）に基づき、給付と負担の
在り方の不断の見直しの観点から、ケアマネジメントに関する給付の在り方や、軽
度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方等について、第 10期介護保険事
業計画期間の開始までの間に（令和８年度予算編成過程等において）検討を行い、
結論を得る。 

 
○ 介護施設の人員配置基準の見直しについては、介護給付費分科会の議論を踏まえ、
ＩＣＴ機器の活用等により、ケアの質の確保や職員の負担軽減等が行われていると
認められる介護付き有料老人ホームにおける人員配置基準を特例的に柔軟化するこ
ととされた。引き続き、その他の介護施設（特別養護老人ホーム等）についても、今
後の実証事業によって、介護付き有料老人ホームと同様に、介護ロボット・ＩＣＴ
機器の活用等による人員配置基準の特例的な柔軟化が可能である旨のエビデンスが
確認された場合は、期中でも、人員配置基準の特例的な柔軟化を行う方向で、更な
る見直しの検討を行う。 

 
（４）医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化 
○ 医療法人の経営情報に関するデータベースについて、医療法人の会計年度が原則
４月から翌年３月までとされており、2024年３月に決算を迎える医療法人からの
報告状況等を踏まえ、必要な対応について検討を行う。 

 
○ 介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースについて、2024年４月から
の施行に向けて取り組むとともに、職種別の給与総額等について継続的に把握でき
るような対応について検討を行う。 

 
○ 障害福祉サービス等事業者や、幼稚園・保育所・認定こども園等の経営情報に関
するデータベースについても、速やかに検討を進め、必要な措置を講じる。 
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各歳出分野において、メリハリ付けを行いつつ、必要な予算を措置。 

 
（１）医療 
① ドクターヘリの導入促進、ドクターカーの活用促進  95億円（５年度：87億円） 
 － ドクターヘリの運行に必要な経費を確保するとともに、ドクターカーの活用促

進に向けた検討を行う。 
 
② 被用者保険への支援の拡充 1,250億円（５年度：820億円） 
－ 医療保険制度改革に際し、他の制度における企業負担を勘案して、令和６年度
から特例的に、健康保険組合への支援を 430 億円追加。そのうち、企業の賃上げ
努力に配慮した拠出金負担軽減補助に 230 億円、健康保険組合連合会が実施する
高額医療交付金事業に対する財政支援の制度化に 100 億円、特別負担調整への国
費充当の拡大に 100億円を措置。 

 
（２）介護 
① 地域支援事業の推進等 1,804億円（５年度：1,933億円） 
－ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた
取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、認知症の人への支援の仕組みづく
り、在宅医療と介護の連携等を一体的に推進。 

－ 直近の執行実績等を踏まえ、予算を縮減。 
※ 今後、高齢者の地域における自立した日常生活の支援や社会参加を促進する観点か

ら、介護予防・日常生活支援総合事業の充実を図るための見直しを検討。 

 
② 地域医療介護総合確保基金（介護分） 

524億円（公費）（５年度：734億円（公費）） 
－ 介護施設の整備や介護人材の確保等に向けて必要な事業を支援。 

※ 令和５年度補正予算において、別途、介護分野へのＩＣＴ・ロボットの導入等による

生産性向上や経営の協働化等を通じた職場環境の改善を支援するため、351 億円を措置。 

※ 本基金のほか、「介護事業所における生産性向上推進事業」（1.4 億円）等により、テ

クノロジーの導入や生産性の向上を推進。行政事業レビューにおける指摘を踏まえ、介

護におけるデジタル技術の活用の加速化に向けた見直しを実施。 ⇒ 別紙 10 

 
③ インセンティブ交付金（保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交
付金） 300億円（５年度：350億円） 
－ 保険者機能の強化に向け、市町村や都道府県による取組の客観的な評価結果に
応じて交付金を交付し、予防・健康づくり等を充実させる財政的インセンティブ
を与えることにより、保険者等による高齢者の自立支援・重度化防止等を推進。 
※ 保険者機能強化に向けた実効性の高い仕組みとする観点から、評価指標の整理・縮減、

アウトプット・アウトカム指標への配点の重点化を図るなど、見直しを実施。 

Ⅵ．その他各歳出分野における取組 
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④ 認知症関連施策の推進 134億円（５年度：128億円） 
＜一部科学技術振興費における対応＞ 

－ 令和元年６月に政府においてとりまとめられた「認知症施策推進大綱」や、令
和５年６月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に基づ
き、認知症施策を総合的かつ計画的に推進。 
※ 一部①と重複。 

－ 来年度は、以下の取組等を拡充。 
・ 共生社会の実現に向けた本人発信支援や地域づくり支援、認知症の人やその
家族の相談支援体制と若年性認知症の人への支援体制の推進 

・ 認知症に対する早期発見・早期診断及び治療・進行抑制、介護方法、社会的課
題の実態調査など、認知症施策推進のための研究等の推進 

・ 認知症疾患医療センターにおけるアルツハイマー病の新規治療薬の適正な使
用体制の整備の推進 

 
（３）年金 
○ 年金国庫負担 129,898億円（５年度：125,615億円） 
－ 基礎年金国庫負担（２分の１）等について措置。 
－ 足もとの物価等の状況を勘案し、令和 6年度の年金額改定率を 2.9％と見込んで
計上。 
※ 令和６年度の実際の改定率は、令和５年の消費者物価指数が公表される令和６年１

月中旬に確定。 

 
（４）障害者支援等 
○ 地域生活支援事業等 505億円（５年度：507億円） 
－ 地方公共団体において、意思疎通支援などの障害者の地域生活を支援する事業
について、基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備促進事業の創設など
の充実を行いつつ、地域の特性や利用者の状況に応じて実施。 

 
（５）労働市場改革の推進 
① 非正規雇用労働者の処遇改善等（一般会計・労働保険特別会計） 

＜一部中小企業対策費における対応＞ 
 1,436億円（５年度：1,183億円） 

 － 非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化の取組
を実施した事業主に対する包括的な助成など、非正規労働者の処遇改善等を実施。 
※ キャリアアップ助成金：1,106 億円  等 

 － 最低賃金の継続的な引上げに向けた支援策については、労働保険特別会計の既
存の助成金の賃上げ加算の設定等の関連施策を推進する方策について検討を行う
とともに、業務改善助成金の在り方について必要な見直しを行う。 
※ 業務改善助成金：８億円（５年度補正：180 億円）  等 
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② リ・スキリングによる能力向上支援（一般会計・労働保険特別会計） 
 1,468億円（５年度：1,379億円） 

 － 労働者に対する職業訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間
中の賃金の一部を助成するなど、リ・スキリングによる能力向上支援を実施。 
※ 人材開発支援助成金：573 億円  等 

 
 ③ 労働移動の円滑化等（一般会計・労働保険特別会計） 

619億円（５年度：614億円） 
－ 成長分野の業務や、一定の技能を必要とする未経験分野への就職を希望する就
職困難者を雇い入れる事業主への支援による、成長分野への労働移動の円滑化の
支援等を実施。 
※ 特定求職者雇用開発助成金：143 億円  等 

 
（６）その他 
① 生活保護費負担金 28,354億円（５年度：28,301億円） 
－ 被保護世帯の子どもが高等学校等卒業後に就職する際の新生活の立上げ費用に
対する支援を創設。 

－ 就労自立給付金の算定方法を見直し、就労・増収等を通じた自立の取組を強化。 
 
② 生活困窮者の自立支援 531億円（５年度：545億円） 

＜一部デジタル庁計上分を含む＞ 
－ 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対する包括的な相談支援や就労
支援等を実施。 

－ 自立相談支援事業及び就労準備・家計改善支援事業における補助体系を見直し、
支援実績に応じた自治体への適切な支援を行うとともに、支援の質の向上を推進。 

 
③ 重層的支援体制整備事業の実施 555億円（５年度：352億円） 
 － 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の相談支援や地域づくりを一体的に行

う包括的な支援体制を構築するとともに、多様な参加支援の推進等を行う重層的
支援体制整備事業の実施を促進するほか、都道府県による市町村への後方支援、
国による人材養成研修等を実施。 

 
④ 困難な問題を抱える女性への支援 26億円（５年度：23億円） 
 － 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和６年４月施行）に基づ

き、女性相談支援員による支援体制の強化や、女性自立支援施設への通所による
支援のモデル事業等を実施。 

 
⑤ 自殺総合対策の推進 39億円（５年度：37億円） 

＜一部その他の事項経費における対応＞ 
－ 地域の実情に応じ地方公共団体や民間団体が実施する SNS等の相談対応や「子
ども・若者の自殺危機対応チーム」の設置を支援するとともに、指定調査研究等
法人において子どもの自殺に関する情報収集・調査分析等の体制を強化。 
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⑥ 「全ゲノム解析等実行計画 2022」の推進  
190億円の内数（５年度：181億円の内数） 

＜科学技術振興費における対応＞ 

－ 昨年 9月に策定された「全ゲノム解析等実行計画 2022」を着実に推進するため、 
がん・難病患者の全ゲノム解析等を実施するとともに、それによって得られたデ
ータを活用した創薬・治療法の開発が進められるよう、情報基盤を構築。 

 
⑦ 「女性の健康」ナショナルセンター機能の構築 22億円（５年度：－） 

－ 女性の健康や疾患について、病態の解明と予防及び治療に向けた研究を推進す
るため、国立研究開発法人国立成育医療研究センターにおいて、「女性の健康」に
関する司令塔機能を担い、女性の体とこころのケアなどの支援等に関するモデル
的な取組の均てん化を行う。 
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0

社
会
保
障
の
充
実

▲
10

0億
円
程
度

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

▲
1,

30
0億

円
程
度

低
所
得
者
保
険
料
軽
減
（
介
護
）

▲
20

0億
円
程
度

医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
）

▲
10

0億
円
程
度

育
児
休
業
給
付
の
国
庫
負
担
引
き
上
げ

+
1,

00
0億

円
程
度

診
療
報
酬
改
定
（
処
遇
改
善
）

+
30

0億
円
程
度

介
護
報
酬
改
定
（
処
遇
改
善
）

+
30

0億
円
程
度

等
高
等
教
育
無
償
化
（
｢新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
｣）

+
10

0億
円
程
度

児
童
手
当
の
抜
本
的
拡
充

+
1,

20
0億

円
程
度

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
伴
う
消
費
税
収
相
当
分
の
活
用
）

令
和
６
年
度
社
会
保
障
関
係
費
の
全
体
像

制
度
改
革
・
効
率
化

▲
1,

40
0億

円
程
度

高
齢
化
に
よ
る
増
加
分

＋
7,

30
0億

円
程
度

※

い
わ
ゆ
る
自
然
増

＋
8,

70
0億

円
程
度

年
金
ス
ラ
イ
ド
分
除
く

＋
5,

20
0億

円
程
度

年
金
ス
ラ
イ
ド
分
除
く

＋
3,

70
0億

円
程
度

※

○
令
和
６
年
度
の
社
会
保
障
関
係
費
は
、
前
年
度
（

36
.9
兆
円
）
か
ら
＋

8,
50

0億
円
程
度
の

37
.7
兆
円
。
経
済
・
物
価
動
向
等
を

踏
ま
え
つ
つ
、
社
会
保
障
関
係
費
の
実
質
的
な
伸
び
を
高
齢
化
に
よ
る
増
加
分
に
お
さ
め
る
方
針
を
達
成
（
年
金
ス
ラ
イ
ド
分
を
除
く

高
齢
化
に
よ
る
増
は
＋

3,
70

0億
円
程
度
、
年
金
ス
ラ
イ
ド
分
の
増
は
＋

3,
50

0億
円
程
度
）
。

令
和
５
年
度

36
.9
兆
円
程
度

別
紙
１

令
和
６
年
度
当
初
予
算

37
.7
兆
円
程
度

（
対
前
年
度
＋

8,
50

0億
円
程
度
）

社
会
保
障
の
充
実
等

＋
1,

20
0億

円
程
度

※
高
齢
化
に
よ
る
増
加
分
に
は
、
6
5歳

未
満
の
人
口
の
減
少
に
伴
う
社
会
保
障
関
係
費

の
減
▲
7
00
億
円
程
度
（
医
療
：
▲
2
00
億
円
程
度
、
保
育
給
付
等
：
▲
5
00
億
円
程
度
）

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

薬
価
等
改
定
・
薬
価
制
度
改
革

▲
1,

30
0億

円
程
度

前
期
高
齢
者
納
付
金
の
報
酬
調
整

▲
1,

30
0億

円
程
度

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大

▲
10

0億
円
程
度

診
療
報
酬
改
定

＋
60

0億
円
程
度
（

80
0億

円
程
度

※
）

介
護
報
酬
改
定

＋
20

0億
円
程
度
（

40
0億

円
程
度

※
）

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定

＋
20

0億
円
程
度

健
保
組
合
支
援

＋
20

0億
円
程
度
（

40
0億

円
程
度

※
）
等

※
消
費
税
収
に
よ
る
対
応
を
含
め
た
金
額
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1

診
療
報
酬

改
定
率

＋
０

.８
８
％
（
国
費
＋

82
2億

円
※
）

※
令
和
６
年
度
予
算
額
、以

下
同
じ

①
看
護
職
員
、リ
ハ
ビ
リ専

門
職
等
の
医
療
関
係
職
種
の
賃
上
げ

＋
０

.６
１
％

※
令
和
６
年
度
ベ
ア

2.
5％

、令
和
７
年
度
ベ
ア

2.
0％

②
入
院
時
の
食
費
の
見
直
し

＋
０

.０
６
％

※
１
食
当
た
り3

0円
の
引
上
げ
。

③
効
率
化
・適
正
化

▲
０

.２
５
％

※
診
療
所
を
中
心
に
、生

活
習
慣
病
等
に
関
す
る
管
理
料
、処

方
箋
料

等
の
再
編
等
に
よ
る
効
率
化
・適
正
化
を
行
う。

④
そ
の
他
本
体
改
定
率

＋
０

.４
６
％

（
①
以
外
の
賃
上
げ
分
＋
０

.２
８
％
程
度
を
含
む
）

各
科
改
定
率

医
科

＋
０

.５
２
％

歯
科

＋
０

.５
７
％

調
剤

＋
０

.１
６
％

※
①
に
含
ま
れ
な
い
、4

0歳
未
満
の
勤
務
医
師
・勤
務
歯
科
医
師
・薬

局
の
勤
務
薬
剤
師
、事

務
職
員
、歯

科
技
工
所
等
で
従
事
す
る
者
の
賃

上
げ
分
を
含
む
。

薬
価
等

改
定
率

▲
１

.０
０
％
（
国
費
▲

1,
20

2億
円
）

①
薬
価

▲
０

.９
７
％
（
国
費
▲

1,
17

9億
円
）

②
材
料
価
格

▲
０

.０
２
％
（
国
費
▲

23
億
円
）

※
イノ
ベ
ー
シ
ョン
の
更
な
る
評
価
等
とし
て
、革

新
的
新
薬
の
薬
価
維
持
、有

用
性
系
評
価
の
充
実
等
へ
の
対
応
を
含
む
。

※
急
激
な
原
材
料
費
の
高
騰
、後

発
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
確
保
へ

の
対
応
とし
て
、不

採
算
品
再
算
定
に
係
る
特
例
的
な
対
応
を
含
む
。（

対
象
：
約

2,
00

0品
目
程
度
）

※
イノ
ベ
ー
シ
ョン
の
更
な
る
評
価
等
を
行
うた
め
、長

期
収
載
品
の
保
険
給
付

の
在
り方

の
見
直
しと
して
、選

定
療
養
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
。

制
度
改
革
事
項

良
質
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
観
点
か
ら、
以
下
の
改
革
を
着

実
に
進
め
る
（
大
臣
合
意
事
項
）
。

①
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
よ
る
医
療
情
報
の
有
効
活
用
等

②
調
剤
基
本
料
等
の
適
正
化

（
注
）
診
療
報
酬
・材
料
価
格
は
令
和
６
年
６
月
施
行
、薬

価
は
令
和
６
年
４
月
施
行
、

長
期
収
載
品
の
保
険
給
付
の
在
り方

の
見
直
しは
令
和
６
年

10
月
施
行
。

令
和
６
年
度
診
療
報
酬
・薬
価
等
改
定

別
紙
２
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2

大
臣
折
衝
事
項
（
令
和
５
年

12
月

20
日

財
務
大
臣
、厚
生
労
働
大
臣
合
意
）

２
．
診
療
報
酬
・薬
価
等
改
定

令
和
６
年
度
診
療
報
酬
・薬
価
等
改
定
は
、医

療
費
の
伸
び
、物

価
・賃
金
の
動
向
、医

療
機
関
等
の
収
支
や
経
営
状
況
、保

険
料
な
どの
国
民
負
担
、保

険
財
政
や
国
の

財
政
に
係
る
状
況
を
踏
ま
え
、以

下
の
とお
りと
す
る
。（

（
１
）
に
つ
い
て
は
令
和
６
年
６
月
施
行
、（

２
）
に
つ
い
て
は
令
和
６
年
４
月
施
行
（
た
だ
し、
材
料
価
格
は
令
和

６
年
６
月
施
行
）
）

（
１
）
診
療
報
酬
＋

0.
88
％
（
国
費

80
0億

円
程
度
（
令
和
６
年
度
予
算
額
。以

下
同
じ）

）
※
１

うち
、※

２
～
※
４
を
除
く改
定
分
＋

0.
46
％

各
科
改
定
率

医
科

＋
0.

52
％

歯
科

＋
0.

57
％

調
剤

＋
0.

16
％

40
歳
未
満
の
勤
務
医
師
・勤
務
歯
科
医
師
・薬
局
の
勤
務
薬
剤
師
、事

務
職
員
、歯

科
技
工
所
等
で
従
事
す
る
者
の
賃
上
げ
に
資
す
る
措
置
分
（
＋

0.
28
％
程
度

)を
含
む
。

※
２

うち
、看

護
職
員
、病

院
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
職
種
（
上
記
※
１
を
除
く）
に
つ
い
て
、令

和
６
年
度
に
ベ
ア
＋

2.
5％

、令
和
７
年
度
に
ベ
ア
＋

2.
0％

を
実
施
して
い

くた
め
の
特
例
的
な
対
応

＋
0.

61
％

※
３

うち
、入

院
時
の
食
費
基
準
額
の
引
き
上
げ
（
１
食
当
た
り3

0円
）
の
対
応
（
うち
、患

者
負
担
に
つ
い
て
は
、原

則
、１

食
当
た
り3

0円
、低

所
得
者
に
つ
い
て
は
、所

得
区

分
等
に
応
じて

10
～

20
円
）

＋
0.

06
％

※
４

うち
、生

活
習
慣
病
を
中
心
とし
た
管
理
料
、処

方
箋
料
等
の
再
編
等
の
効
率
化
・適
正
化

▲
0.

25
％

（
２
）
薬
価
等

薬
価

▲
0.

97
％
（
国
費
▲

1,
20

0億
円
程
度
）

材
料
価
格

▲
0.

02
％
（
国
費
▲

20
億
円
程
度
）

合
計

▲
1.

00
％
（
国
費
▲

1,
20

0億
円
程
度
）

※
イノ
ベ
ー
シ
ョン
の
更
な
る
評
価
等
とし
て
、革

新
的
新
薬
の
薬
価
維
持
、有

用
性
系
評
価
の
充
実
等
へ
の
対
応
を
含
む
。

※
急
激
な
原
材
料
費
の
高
騰
、後

発
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
確
保
へ
の
対
応
とし
て
、不

採
算
品
再
算
定
に
係
る
特
例
的
な
対
応
を
含
む
。(
対
象
：
約

2,
00

0品
目
程
度

)
※
イノ
ベ
ー
シ
ョン
の
更
な
る
評
価
等
を
行
うた
め
、後

述
の
長
期
収
載
品
の
保
険
給
付
の
在
り方

の
見
直
しを
行
う。

（
３
）
診
療
報
酬
・薬
価
等
に
関
す
る
制
度
改
革
事
項

上
記
の
ほ
か
、良

質
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
整
備
等
の
観
点
か
ら、
次
の
項
目
に
つ
い
て
、中

央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
で
の
議
論
も
踏
ま
え
て
、改

革
を
着
実
に
進
め
る
。

・
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
よ
る
医
療
情
報
の
有
効
活
用
等

・
調
剤
基
本
料
等
の
適
正
化

加
え
て
、医

療
現
場
で
働
く方
に
とっ
て
、令

和
６
年
度
に

2.
5％

、令
和
７
年
度
に

2.
0％

の
ベ
ー
ス
ア
ップ
へ
と確

実
に
つ
な
が
る
よ
う、
配
分
方
法
の
工
夫
を
行
う。
あ
わ

せ
て
、今

回
の
改
定
に
よ
る
医
療
従
事
者
の
賃
上
げ
の
状
況
、食

費
を
含
む
物
価
の
動
向
、経

営
状
況
等
に
つ
い
て
、実

態
を
把
握
す
る
。
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0

診
療
所
に
お
け
る
収
益
・費
用
・利
益
の
状
況

給
与
費
以
外
の
費
用

７
千
万
円
（

45
％
）

給
与
費
（
医
師
以
外
）

４
千
万
円
（

28
％
）

給
与
費

(医
師

)４
千
万
円

(2
7％

)

一
般
診
療
所
の
費
用
構
造
（

20
20
年
度
）

（ フ ロ ー ） （ ス ト ッ ク ）

利
益
剰
余
金

1.
05
億
円

利
益
剰
余
金

1.
14
億
円

利
益
剰
余
金

1.
24
億
円

【+
1,

90
0万

円
】

20
20
年
度

給
与
費
（
院
長
）

3千
万
円
（

22
％
）

現
場
従
事
者
の
賃
上
げ
（
＋
３
％
）
に
必
要
な
費
用
＝

14
0万

円
／
年

約
14
年
分

当
期
純
利
益

22
0万

円

当
期
純
利
益

94
0万

円

当
期
純
利
益

1,
14

0万
円

費
用

1.
65
億
円

費
用

1.
69
億
円

費
用

1.
76
億
円

収
益
：

1.
88
億
円

経
常
利
益
率
：

8.
8％

収
益
：

1.
68
億
円

経
常
利
益
率
：

3.
0％

収
益
：

1.
78
億
円

経
常
利
益
率
：

7.
4％

【＋
12
％
】

【＋
6.

5％
】

（
注
１
）
各
都
道
府
県
等
が
公
表
し
て
い
る
事
業

報
告

書
等
を
基
に
、

2
0
2
0
事
業

年
度
か
ら

2
0
2
2
事
業

年
度
の
医

療
法
人

の
経
営

状
況
等
を
調
査

し
た
も
の
（
全

都
道
府

県
及
び

一
部
の
政
令
市

等
の
う
ち
デ
ー
タ
入

手
の
困
難

性
か
ら
調
査

困
難
と
判
断

し
た
自
治
体
を
除
き
、
３
事
業

年
度
分
の
デ
ー
タ
が
全
て
揃
う
法
人
に
つ
い
て
集
計
）
。

3
8
都

道
府
県

か
ら

2
0
2
3
年

９
月

中
旬
ま
で
に
入
手

し
た

2
1
,9

3
9
法
人
を
対

象
。

（
注
２
）
給
与
費
に
は
、
職
員
の
給
与
・
賞
与
の
ほ
か
、
退
職

金
、
法
定
福

利
費
が
含
ま
れ
て
い
る
。
給
与
費

の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
内

閣
官
房
「
公
的
価

格
評
価

検
討
委

員
会
」
（
2
0
2
2
年

1
1
月

2
2
日
）
資

料
に
お
け
る
人

件
費
（
賞
与
を
除

く
）
の
職

種
間
の
配
分
状

況
に
基

づ
き
推
計
。

（
注
３
）
上
記
の
収
益
・
費
用
は
損
益
計
算
書

に
お
け
る
本

来
業
務

及
び
附

帯
業
務
の
事
業
収

益
・
事

業
費
用

の
合
計

値
。

（
注
４
）
診
療
コ
ス
ト
を
加
味
し
て
設
定
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
の
診
療
報

酬
上
の
特

例
措
置
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
平
時
の
医
療
提

供
体
制

へ
の
移
行

は
、
収
益
・
費

用
の
双

方
に
影
響

す
る
。

（
注
５
）
平
均
経
常
利
益
率
は
、
資
本
金
１
億
円

未
満
の
金
融
業
・
保
険
業

以
外
の
業
種
に
お
け
る
売
上
高

に
占
め
る
経

常
利
益

の
割
合
（
財
務
省

「
法
人

企
業
統

計
」
）

機
器
賃
借
料

30
0万

円
（

2％
）

減
価
償
却
費

60
0万

円
（

4％
）

医
薬
品
費
・材
料
費

2,
50

0万
円
（

16
％
）

（
1.

5億
円
）

各
医
療
法
人
に
お
け
る
事
業
報
告
書
等
（
許
可
病
床
数
０
床
の

18
,2

07
法
人
）
を
基
に
財
務
省
に
お
い
て
集
計

厚
生
労
働
省
「医
療
経
済
実
態
調
査
報
告
」

※
【】
は
、2

02
0年

度
か
らの
増
加
率
（
額
）

20
22
年
度

20
21
年
度

○
財
務
局
を
活
用
した
機
動
的
調
査

(注
1)
に
お
い
て
、直

近
3年

間
の
医
療
法
人
の
事
業
報
告
書
等
を
収
集
し本

省
に
お
い
て
集
計
。以

下
の
点
を
確
認
。

・診
療
所
の
収
益
(※

1)
は
過
去
２
年
間
で

12
％
増
加
す
る
一
方
、費

用
は

6.
5％

増
加
し、
経
常
利
益
率
は

3.
0％

か
ら

8.
８
％

(※
2)
へ
と急

増
。

（
※

1）
機
動
的
調
査
で
集
計
した
許
可
病
床
数
０
床
の
医
療
法
人
（

18
,2

07
法
人
）
の
平
均
値
。
（
※

2）
診
察
を
縮
小
して
い
る
診
療
所
を
除
くと
経
常
利
益
率
は
更
に
高
くな
る
との
指
摘
あ
り

・こ
の
間
、利
益
剰
余
金
は
約
２
割
増
加
（
看
護
師
等
の
現
場
従
事
者
の
＋
３
％
の
賃
上
げ
に
必
要
な
経
費
の
約

14
年
分
に
相
当
）

【＋
18
％
】

（
医
療
施
設
単
位
）

（
医
療
法
人
単
位
）

医
療
施
設
単

位
を
ベ
ー
ス
に

医
療
法
人
単

位
を
推
計

（
参
考
）
中
小
企
業
に
お
け
る
平
均
経
常
利
益
率

20
20
年
度
20
21
年
度
20
22
年
度

全
産
業

2.
6%

3.
3%

3.
4%

サ
ー
ビ
ス
産
業

2.
1%

2.
8%

3.
1%

別
紙
３
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介
護
報
酬
改
定

○
改
定
率

＋
１
．
５
９
％

（
※
令
和
６
年
度
予
算
額
：
国
費
４
３
２
億
円
）

（
内
訳
）

・
介
護
職
員
の
処
遇
改
善

＋
０
．
９
８
％

※
令
和
６
年
度
ベ
ア
２
．
５
％
、令

和
７
年
度
ベ
ア
２
．
０
％

・
そ
の
他
の
改
定
率

＋
０
．
６
１
％

※
賃
上
げ
税
制
を
活
用
しつ
つ
、介

護
職
員
以
外
の

処
遇
改
善
を
実
現
で
き
る
水
準

○
この
ほ
か
、改
定
率
の
外
枠

＋
０
．
４
５
％
相
当

・
処
遇
改
善
加
算
の
一
本
化
に
よ
る
賃
上
げ
効
果

・
光
熱
水
費
の
基
準
費
用
額
の
増
額
に
よ
る
介
護
施
設
の
増
収
効
果

○
合
計

＋
２
．
０
４
％
相
当

制
度
改
革
事
項
（
介
護
）

「全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
を
目
指
す
改
革
の
道
筋
（
改
革
工

程
）
」に
沿
って
、以

下
の
改
革
を
着
実
に
進
め
る
。 （
大
臣
合
意
事
項
）

○
第
１
号
保
険
料
負
担
の
在
り方

の
見
直
し

※
来
年
度
（

20
24
年
度
）
に
実
施
す
る
取
組

○
利
用
者
負
担
（
２
割
負
担
）
の
範
囲
の
見
直
し

○
多
床
室
の
室
料
負
担
の
見
直
し
（
老
健
施
設
、介
護
医
療
院
）

○
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
給
付
の
在
り方

の
見
直
し

○
軽
度
者
へ
の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
給
付
の
在
り方

の
見
直
し

○
介
護
施
設
の
人
員
配
置
基
準
の
見
直
し

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
経
営
情
報
の
更
な
る
見
え
る
化

令
和
６
年
度
介
護
報
酬
改
定
・障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定

○
改
定
率

＋
１
．
１
２
％

（
※
令
和
６
年
度
予
算
額
：
国
費
１
６
２
億
円
）

○
この
ほ
か
、改
定
率
の
外
枠

・
処
遇
改
善
加
算
の
一
本
化
に
よ
る
賃
上
げ
効
果
等

○
合
計

＋
１
．
５
％
を
上
回
る
水
準

別
紙
４
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2

大
臣
折
衝
事
項
（
令
和
５
年

12
月

20
日

財
務
大
臣
、厚
生
労
働
大
臣
合
意
）

３
．
介
護
報
酬
改
定

令
和
６
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、介

護
現
場
で
働
く方
々
の
処
遇
改
善
を
着
実
に
行
い
つ
つ
、サ
ー
ビス
毎
の
経
営
状
況
の
違
い
も
踏
ま
え
た
メリ
ハ
リの
あ
る
対
応
を

行
うこ
とで
、改

定
率
は
全
体
で
＋

1.
59
％
（
国
費

43
2億

円
）
とす
る
。具

体
的
に
は
以
下
の
点
を
踏
ま
え
た
対
応
を
行
う。

・
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
分
とし
て
、上

記
＋

1.
59
％
の
うち
＋

0.
98
％
を
措
置
す
る
（
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
分
は
令
和
６
年
６
月
施
行
）
。そ
の
上
で
、賃

上
げ
税
制

を
活
用
しつ
つ
、介

護
職
員
以
外
の
処
遇
改
善
を
実
現
で
き
る
水
準
とし
て
、＋

0.
61
％
を
措
置
す
る
。

・
この
ほ
か
、改

定
率
の
外
枠
とし
て
、処

遇
改
善
加
算
の
一
本
化
に
よ
る
賃
上
げ
効
果
や
、光

熱
水
費
の
基
準
費
用
額
の
増
額
に
よ
る
介
護
施
設
の
増
収
効
果
が
見
込
ま
れ
、

これ
らを
加
え
る
と、
＋

0.
45
％
相
当
の
改
定
とな
る
。

・
既
存
の
加
算
の
一
本
化
に
よ
る
新
た
な
処
遇
改
善
加
算
の
創
設
に
当
た
って
は
、今

般
新
た
に
追
加
措
置
す
る
処
遇
改
善
分
を
活
用
し、
介
護
現
場
で
働
く方
々
に
とっ
て
、令

和
６
年
度
に

2.
5％

、令
和
７
年
度
に

2.
0％

の
ベ
ー
ス
ア
ップ
へ
と確

実
に
つ
な
が
る
よ
う、
配
分
方
法
の
工
夫
を
行
う。
あ
わ
せ
て
、今

回
の
改
定
が
、介

護
職
員
の
処
遇
改
善

に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
、実

態
を
把
握
す
る
。

・
今
回
の
報
酬
改
定
で
は
、処

遇
改
善
分
に
つ
い
て
２
年
分
を
措
置
し、
３
年
目
の
対
応
に
つ
い
て
は
、上

記
の
実
態
把
握
を
通
じた
処
遇
改
善
の
実
施
状
況
等
や
財
源
とあ
わ

せ
て
令
和
８
年
度
予
算
編
成
過
程
で
検
討
す
る
。

・
な
お
、次

回
の
介
護
報
酬
改
定
に
向
け
て
は
、介

護
事
業
所
・施
設
の
経
営
実
態
等
を
よ
り適

切
に
把
握
で
き
る
よ
う、
「介
護
事
業
経
営
概
況
調
査
」や
「介
護
事
業
経
営
実

態
調
査
」に
お
い
て
、特

別
費
用
や
特
別
収
益
とし
て
計
上
され
て
い
る
経
費
の
具
体
的
な
内
容
が
明
確
に
な
る
よ
う、
調
査
方
法
を
見
直
し、
次
回
以
降
の
調
査
に
反
映
させ
る
。

４
．
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定

障
害
福
祉
分
野
の
人
材
確
保
の
た
め
、介

護
並
び
の
処
遇
改
善
を
行
うと
とも
に
、障

害
者
が
希
望
す
る
地
域
生
活
の
実
現
に
向
け
て
、介

護
との
収
支
差
率
の
違
い
も
勘
案
し

つ
つ
、新

規
参
入
が
増
加
す
る
中
で
の
サ
ー
ビス
の
質
の
確
保
・向
上
を
図
る
観
点
か
ら、
経
営
実
態
を
踏
ま
え
た
サ
ー
ビス
の
質
等
に
応
じた
メリ
ハ
リの
あ
る
報
酬
設
定
を
行
うこ
とに

よ
り、
改
定
率
は
全
体
で
＋

1.
12
％
（
国
費

16
2億

円
）
とす
る
。な
お
、改

定
率
の
外
枠
で
処
遇
改
善
加
算
の
一
本
化
の
効
果
等
が
あ
り、
そ
れ
を
合
わ
せ
れ
ば
改
定
率
＋

1.
5％

を
上
回
る
水
準
とな
る
。

既
存
の
加
算
の
一
本
化
に
よ
る
新
た
な
処
遇
改
善
加
算
の
創
設
に
当
た
って
は
、今

般
新
た
に
追
加
措
置
す
る
処
遇
改
善
分
を
活
用
し、
障
害
福
祉
の
現
場
で
働
く方
々
に
とっ

て
、令

和
６
年
度
に

2.
5％

、令
和
７
年
度
に

2.
0％

の
ベ
ー
ス
ア
ップ
へ
と確

実
に
つ
な
が
る
よ
う、
配
分
方
法
の
工
夫
を
行
う。
あ
わ
せ
て
、今

回
の
改
定
が
、福

祉
・介
護
職
員
の

処
遇
改
善
に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
、実

態
を
把
握
す
る
。

今
回
の
報
酬
改
定
で
は
、処

遇
改
善
分
に
つ
い
て
２
年
分
を
措
置
し、
３
年
目
の
対
応
に
つ
い
て
は
、上

記
の
実
態
把
握
を
通
じた
処
遇
改
善
の
実
施
状
況
等
や
財
源
とあ
わ

せ
て
令
和
８
年
度
予
算
編
成
過
程
で
検
討
す
る
。

な
お
、次

回
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビス
等
報
酬
改
定
に
向
け
て
は
、障

害
福
祉
事
業
所
・施
設
の
経
営
実
態
等
を
よ
り適

切
に
把
握
で
き
る
よ
う、
「障
害
福
祉
サ
ー
ビス
等
経
営
概

況
調
査
」や
「障
害
福
祉
サ
ー
ビス
等
経
営
実
態
調
査
」に
お
い
て
、特

別
費
用
や
特
別
収
益
とし
て
計
上
され
て
い
る
経
費
の
具
体
的
な
内
容
が
明
確
に
な
る
よ
う、
調
査
方
法
を

見
直
し、
次
回
以
降
の
調
査
に
反
映
させ
る
。
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「加
速
化
プ
ラ
ン
」の
施
策
・規
模
感

0

今
回
：

3.
6兆

円

３
．
共
働
き
・共
育
て
の
推
進

●
育
休
給
付
率
の
引
き
上
げ

●
時
短
勤
務
を
した
際
の
給
付
の
創
設

●
自
営
業
者
等
に
対
す
る
育
児
期
間

中
の
保
険
料
免
除
制
度
の
創
設

●
体
制
整
備
を
行
う中

小
企
業
に
対
す

る
助
成
の
大
幅
強
化

●
男
性
育
休
促
進
等
に
よ
る
育
休

給
付
増

等

２
．
全
て
の
こど
も
・子
育
て
世
帯
を

対
象
とす
る
支
援
の
拡
充

①
妊
娠
期
か
らの
切
れ
目
の
な
い
支
援
拡
充

（
伴
走
型
支
援
と産

前
・産
後
ケ
ア
の
拡
充
）

②
幼
児
教
育
・保
育
の
質
の
向
上

（
76
年
ぶ
りの
職
員
配
置
基
準
改
善
と更

な
る
処
遇
改
善
）

③
全
て
の
子
育
て
家
庭
を
対
象
とし
た
保
育
の

拡
充

（
こど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
仮
称
）
の
創
設
）

④
新
・放
課
後
子
ども
総
合
プ
ラン
の
着
実
な

実
施

（
「小

1の
壁
」打
破
に
向
け
た
量
・質
の
拡
充
）

●
多
様
な
支
援
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
（
★
を
含
む
）

（
社
会
的
養
護
、障

害
児
、医

療
的
ケ
ア
児
等
の
支
援
基
盤

の
充
実
とひ
とり
親
家
庭
の
自
立
支
援
）

等

１
．
ラ
イ
フス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た
子
育
て
に

係
る
経
済
的
支
援
の
強
化
や

若
い
世
代
の
所
得
向
上
に
向
け
た
取
組

●
児
童
手
当
の
拡
充

①
所
得
制
限
撤
廃
（
全
員
本
則
給
付
）

②
高
校
生
年
代
ま
で
延
長

③
多
子
加
算
（
第
３
子
３
万
円
）

●
出
産
等
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

(出
産
・子
育
て
応
援
交
付
金
、出

産
育
児
一
時
金
の
増
額

)

●
医
療
費
等
の
負
担
軽
減
（
自
治
体
の
取
組
へ
の
支
援

)

●
高
等
教
育
費
の
負
担
軽
減
（
☆
を
含
む
）

●
若
い
世
代
の
所
得
向
上
に
向
け
た
取
組

(リ
・ス
キ
リン
グ
支
援
、い
わ
ゆ
る
「年
収
の
壁
」へ
の
対
応

)

●
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
住
宅
支
援
の
強
化

等

予
算
編
成
過
程
に

お
い
て
施
策
の
拡
充

を
検
討

☆
高
等
教
育
費
の

更
な
る
支
援
拡
充
策

★
今
後
「こ
ども
大
綱
」

の
中
で
具
体
化
す
る

貧
困
、虐

待
防
止
、

障
害
児
・医
療
的

ケ
ア
児
に
関
す
る

支
援
策

＋

６
月
時
点
：
お
お
む
ね
３
兆
円

大
宗
を
３
年
間
（

20
26
年
度
ま
で
）
で
実
施

1.
7兆

円
1.

3兆
円

0.
6兆

円

別
紙
５
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〇
既
定
予
算
の
最
大
限
の
活
用
等
を
行
うほ
か
、2

02
8年

度
ま
で
に
徹
底
した
歳
出
改
革
等
を
行
い
、そ
れ
に
よ
って
得
られ
る
公
費
節
減
の
効
果
及
び

社
会
保
険
負
担
軽
減
の
効
果
を
活
用
す
る
。

〇
歳
出
改
革
と賃

上
げ
に
よ
って
実
質
的
な
社
会
保
険
負
担
軽
減
の
効
果
を
生
じさ
せ
、そ
の
範
囲
内
で
支
援
金
制
度
を
構
築
す
る
こと
に
よ
り、
実
質
的

な
負
担
が
生
じな
い
こと
とす
る
。

こど
も
・子
育
て
政
策
の
強
化
（
加
速
化
プ
ラ
ン
）
の
財
源
の
基
本
骨
格
（
イ
メ
ー
ジ
）

既
定

予
算
の
最
大
限
の
活
用
等

歳
出

改
革
の
徹
底
等

社
会

保
険

負
担

軽
減

の
効

果

公
費
（
国
・
地
方
）

社
会
保
険
料
財

源

社
会

保
障

改
革
の

徹
底

（
改

革
工

程
を
策

定
）

そ
の
他

（
福
祉
等
）

社
会
保
険

（
医
療
・
介
護

等
）

公
費

節
減

の
効
果

社
会
保
障

経
費
の
伸
び

予
算
を
通
じ
て
支
出

社
会
保

険
制
度

を
通

じ
て
拠
出
す
る

仕
組

み
を
創
設
（
支
援
金
制
度

） ＋

経
済

的
支
援
の
強
化

【歳
出
面
】
加
速
化
プ
ラ
ン
完
了
時
点

3.
6兆

円

【歳
入
面
】
加
速
化
プ
ラ
ン
の
財
源
＝
歳
出
改
革
の
徹
底
等

全
て
の

こ
ど
も
・
子
育
て
世
帯
を

対
象

と
す
る
支
援
の
拡
充

共
働

き
・
共
育
て
の
推
進

1.
7兆

円
1.

3兆
円

0.
6兆

円

1.
5兆

円
1.

1兆
円

1.
0兆

円

賃
上

げ
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こど
も
・子
育
て
政
策
の
強
化

〇
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」
に
お
い
て
、
令
和

10
年
度
ま
で
の
「

3.
6兆

円
（
国
・
地
方
合
計
）
」
の
施
策
充
実
と
安
定
財
源
確
保
の
枠
組
み
を
決
定
。

✔
令
和

6年
度
は
「

3.
6兆

円
」
の
う
ち
約
３
割
強
を
実
現
。
（
令
和

7年
度
に
は
、
各
種
施
策
の
施
行
・
満
年
度
化
に
よ
り
３

/４
程
度
ま
で
実
施
予
定
。
）

✔
歳
出
改
革
や
既
定
予
算
の
最
大
限
の
活
用
に
よ
り
財
源
を
確
保
。
（
令
和

6年
度
の
不
足
分
（

0.
2兆

円
程
度
）
は
、
特
別
会
計
で
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
特
例
公
債
を
発
行
。
）

〇
国
の
こ
ど
も
・
子
育
て
関
係
予
算
（
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
合
計
）
も
着
実
に
増
加
。

✔
こ
ど
も
家
庭
庁
予
算
令
和

4年
度
：

4.
7兆

円
→
令
和

5年
度
：

4.
8兆

円
→
令
和

6年
度
：

5.
3兆

円
。

✔
育
休
給
付
の
増
加
分
を
合
わ
せ
、
令
和

4年
度
→
令
和

6年
度
で
＋

0.
7兆

円
（
＋

15
％
増
）
。

支
給

金
額

0
～

３
歳

３
歳

～
高

校
生

年
代

第
１

子
・

第
２

子
月

額
１

万
５

千
円

月
額

１
万

円

第
３

子
以

降
月

額
３

万
円

児
童

手
当

の
拡

充


所

得
制

限
を

撤
廃


高

校
生

年
代

ま
で

延
長


第

３
子

以
降

は
３

万
円

拡
充

後
の

初
回

の
支

給
を

令
和

６
年

1
2

月
と

す
る

＊
多

子
加

算
の

カ
ウ

ン
ト

方
法

を
見

直
し

妊
娠

・
出

産
時

か
ら

の
支

援
強

化


出

産
・

子
育

て
応

援
交

付
金

・
こ

ど
も

１
人

に
つ

き
1

0
万

円
相

当
の

経
済

的
支

援


伴

走
型

相
談

支
援

・
様

々
な

困
難

・
悩

み
に

応
え

、
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

支
援

に
つ

な
げ

る

実
施

中

切
れ

目
な

く
す

べ
て

の
子

育
て

世
帯

を
支

援


保

育
所

：
量

の
拡

大
か

ら
質

の
向

上
へ

・
7

６
年

ぶ
り

の
配

置
改

善
：

[４
・

５
歳

児
]3

0
対

１
→

2
5

対
１

・
令

和
５

年
人

事
院

勧
告

を
踏

ま
え

た
保

育
士

等
の

処
遇

改
善


多

様
な

支
援

ニ
ー

ズ
へ

の
対

応
・

貧
困

、
虐

待
防

止
、

障
害

児
・

医
療

的
ケ

ア
児

等
へ

の
支

援
強

化

・
児

童
扶

養
手

当
の

拡
充

、
補

装
具

費
支

援
の

所
得

制
限

の
撤

廃

育
休

を
取

り
や

す
い

職
場

に


男

性
の

育
休

取
得

増
に

伴
う

育
休

給
付

の
増

・
育

休
給

付
の

財
政

基
盤

の
強

化
の

た
め

、
国

庫
負

担
を

本
則

1
/
8

に
引

き
上

げ

※
 保

険
料

率
は

、
当

面
0

.4
％

に
据

え
置

き
つ

つ
、

本
則

を
令

和
7

年
度

か
ら

0
.5

％
に

引
き

上
げ

る
と

と
も

に
、

保
険

財
政

の
状

況
に

応
じ

て
弾

力
的

に
調

整
す

る
仕

組
み

を
導

入

※
 育

休
給

付
は

労
働

保
険

特
会

雇
用

勘
定

（
厚

生
労

働
省

予
算

）
に

計
上

。
令

和
7

年
度

か
ら

こ
ど

も
・

子
育

て
支

援
特

別
会

計
に

一
元

化
。

高
等

教
育

（
大

学
等

）


高
等

教
育

の
負

担
軽

減
を

拡
大

・
多

子
世

帯
や

理
工

農
系

の
学

生
等

の
中

間
層

（
世

帯
収

入
約

6
0

0
万

円
）

に
対

象
拡

大

※
令

和
7

年
度

か
ら

、
多

子
世

帯
の

学
生

等
に

つ
い

て
は

授
業

料
・

入
学

金
を

無
償

化
（

多
子

世
帯

：
扶

養
さ

れ
る

こ
ど

も
が

３
人

以
上

、
支

援
上

限
：

現
行

制
度

と
同

様
）

56
9億

円
（
＋

27
4億

円
）

56
億
円
（
＋

5億
円
）

5,
43

8億
円
（
＋

12
7億

円
）

1,
18

7億
円

*
（
＋

88
2億

円
）

86
7億

円
*（
＋

52
6億

円
）

8,
55

5億
円

（
＋

93
1 億

円
）

＊
金
額
は
令
和

6年
度
の
国
の
予
算
（
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
合
計
）

【
一
部
、
厚
生
労
働
省
予
算
】

*令
和

4年
度

→
令
和

6年
度
の
増
額
分

※
令

和
６

年
度

こ
ど
も

家
庭
庁

予
算
：

5兆
2,
8
32

億
円

（
＋

4,
7
28

億
円
、

う
ち
一

般
会
計

分
＋

1,
7
66

億
円
）

１
兆

5,
24

6億
円

（
うち
拡
充
分

+
3,

55
8億

円
）
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20
24
年
度
に
実
施
す
る
取
組

20
28
年
度
ま
で
に
検
討
す
る
取
組

働
き
方
に
中
立

的
な
社
会
保
障

制
度
等
の
構
築

（
労
働
市
場
や
雇
用
の
在
り
方
の
見
直
し
）

•「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
等
の
必

要
な
見
直
し
の
検
討

•「
多
様
な
正
社
員
」
の
拡
充
に
向
け
た
取
組

等

（
勤
労
者
皆
保
険
の
実
現
に
向
け
た
取
組
）

•短
時
間
労
働
者
へ
の
被
用
者
保
険
の
適
用
に
関
す
る
企
業
規
模
要
件
の
撤
廃
等

•フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
の
社
会
保
険
の
適
用
の
在
り
方
の
整
理

・
年
収
の
壁
に
対
す
る
取
組

等

医
療
・
介
護
制

度
等
の
改
革

•前
期
財
政
調
整
に
お
け
る
報
酬
調
整
の
導
入

•後
期
高
齢
者
負
担
率
の
見
直
し

※
上
記
２
項
目
は
法
改
正
実
施
済
み

•介
護
保
険
制
度
改
革

（
第
１
号
保
険
料
負
担
の
在
り
方
）

•介
護
の
生
産
性
・
質
の
向
上

（
ロ
ボ
ッ
ト
・

IC
T活

用
、
経
営
の
協
働
化
・
大
規

模
化
、
人
員
配
置
基
準
の
柔
軟
化
等
）

•イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
適
切
な
評
価
な
ど
の
更
な
る

薬
価
上
の
措
置
を
推
進
す
る
た
め
の
長
期
収
載
品

の
保
険
給
付
の
在
り
方
の
見
直
し

•診
療
報
酬
改
定
、
介
護
報
酬
改
定
、
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
の
実
施

•入
院
時
の
食
費
の
基
準
の
見
直
し
等

•生
活
保
護
制
度
の
医
療
扶
助
の
適
正
化

（
生
産
性
の
向
上
、
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
質
の
向
上
）

•医
療

DX
に
よ
る
効
率
化
・
質
の
向
上

・
生
成

AI
等
を
用
い
た
医
療
デ
ー
タ
の
利
活
用
の
促
進

•医
療
機
関
、
介
護
施
設
等
の
経
営
情
報
の
更
な
る
見
え
る
化

•医
療
提
供
体
制
改
革
の
推
進
（
地
域
医
療
構
想
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
整
備
）

•介
護
の
生
産
性
・
質
の
向
上

•イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
、
安
定
供
給
の
確
保
と
薬
剤
保
険
給
付
の
在
り
方
の
見
直
し

•国
保
の
普
通
調
整
交
付
金
の
医
療
費
勘
案
等

・
国
保
の
都
道
府
県
保
険
料
率
水
準
統
一
の
更
な
る
推
進

•介
護
保
険
制
度
改
革
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
給
付
の
在
り
方
、
軽
度
者
へ
の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

等
に
関
す
る
給
付
の
在
り
方
）

•サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
等
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
適
正
化

•福
祉
用
具
貸
与
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

・
生
活
保
護
の
医
療
扶
助
の
適
正
化
等

•障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
地
域
差
の
是
正

（
能
力
に
応
じ
た
全
世
代
の
支
え
合
い
）

•介
護
保
険
制
度
改
革
（
利
用
者
負
担
（
２
割
負
担
）
の
範
囲
、
多
床
室
の
室
料
負
担
）

•医
療
・
介
護
保
険
に
お
け
る
金
融
所
得
の
勘
案
や
金
融
資
産
等
の
取
扱
い

•医
療
・
介
護
の

3割
負
担
（
「
現
役
並
み
所
得
」
）
の
適
切
な
判
断
基
準
設
定
等

•障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
公
平
で
効
率
的
な
制
度
の
実
現

（
高
齢
者
の
活
躍
促
進
や
健
康
寿
命
の
延
伸
等
）

•高
齢
者
の
活
躍
促
進

・
疾
病
予
防
等
の
取
組
の
推
進
や
健
康
づ
く
り
等

•経
済
情
勢
に
対
応
し
た
患
者
負
担
等
の
見
直
し
（
高
額
療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
の
見
直
し

/入
院
時
の
食

費
の
基
準
の
見
直
し
）

等

「
地
域
共
生
社

会
」
の
実
現

•重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
の
更
な
る
促
進

•社
会
保
障
教
育
の
一
層
の
推
進

•住
ま
い
支
援
強
化
に
向
け
た
制
度
改
正

等

•孤
独
・
孤
立
対
策
の
推
進

•身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
等
へ
の
支
援

等

主
な
改
革
項
目
と
工
程

全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
を
目
指
す
改
革
の
道
筋
（
改
革
工
程
）


能
力
に
応
じ
て
全
世
代
が
支
え
あ
う
「
全
世
代
型
社
会
保
障
」
の
構
築
に
向
け
、
将
来
世
代
も
含
め
た
全
世
代
の
安
心
を
保
障
し
、
社
会
保
障
制
度
の
持
続

可
能
性
を
高
め
る
た
め
、
「
時
間
軸
」
に
沿
っ
て
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
よ
り
具
体
化
・
深
化
さ
せ
た
「
改
革
工
程
」
を
取
り
ま
と
め
。


３
つ
の
「
時
間
軸
」
で
実
施
（
①
来
年
度
（

20
24
年
度
）
に
実
施
す
る
取
組
、
②
加
速
化
プ
ラ
ン
の
実
施
が
完
了
す
る

20
28

 年
度
ま
で
に
実
施
に
つ
い
て

検
討
す
る
取
組
、
③

20
40
年
頃
を
見
据
え
た
、
中
長
期
的
な
課
題
に
対
し
て
必
要
と
な
る
取
組
）


上
記
②
の
取
組
は
、

20
28

 年
度
ま
で
の
各
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、
実
施
す
べ
き
施
策
を
検
討
・
決
定

※
20

40
年
頃
を
見
据
え
た
中
長
期
的
取
組
に
つ
い
て
は
、
省
略
。
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○
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
今
後
の
介
護
給
付
費
の
増
加
を
見
据
え
、
１
号
被
保
険
者
間
で
の
所
得
再
分
配
機
能
を
強
化
す
る

（
標
準
段
階
の
多
段
階
化
、
高
所
得
者
の
標
準
乗
率
の
引
上
げ
、
低
所
得
者
の
標
準
乗
率
の
引
下
げ
等
）
こ
と
で
、
低
所
得
者
の
保
険
料
上
昇
の
抑
制
を
図
る
。

・
高
所
得
者
に
係
る
標
準
段
階
の
段
階
数
・
乗
率
に
つ
い
て
、
既
に
９
段
階
を
超
え
る
多
段
階
の
保
険
料
設
定
を
行
っ
て
い
る
保
険
者
の
平
均
を
勘
案
し
て
設
定
。

・
低
所
得
者
の
最
終
乗
率
（
低
所
得
者
が
実
際
に
負
担
す
る
乗
率
）
に
つ
い
て
、
第
７
期
か
ら
第
８
期
に
か
け
て
の
保
険
料
の
伸
び
な
ど
を
勘
案
し
て
設
定
。

※
介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
調
整
交
付
金
に
よ
っ
て
、
保
険
者
ご
と
の
所
得
分
布
状
況
に
係
る
調
整
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
所
得
調
整
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、

標
準
９
段
階
を
用
い
て
い
る
現
行
の
調
整
方
法
に
つ
い
て
も
、
保
険
料
設
定
方
法
の
見
直
し
に
併
せ
て
、
標
準

13
段
階
を
用
い
た
調
整
方
法
に
改
め
る
。

○
保
険
料
の
多
段
階
化
に
よ
っ
て
制
度
内
で
の
対
応
が
強
ま
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
低
所
得
者
の
負
担
軽
減
に
活
用
さ
れ
て
い
る
公
費
の
一
部
（
※
）
に
つ
い
て
、

現
場
の
従
事
者
の
処
遇
改
善
を
は
じ
め
と
す
る
介
護
に
係
る
社
会
保
障
の
充
実
に
活
用
す
る
。

※
公
費
約

38
2億

円
（
国
費
約

19
1億

円
、
地
方
約

19
1億

円
）

（
参
考
）
全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議
報
告
書
（
令
和
４
年

12
月

16
日
全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議
）

「
全
世
代
型
社
会
保
障
」
は
、
年
齢
に
関
わ
り
な
く
、
全
て
の
国
民
が
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
負
担
し
、
支
え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
（
中
略
）
必
要
な
保
障
が
バ
ラ
ン
ス
よ

く
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

第
１
号
保
険
料
に
関
す
る
見
直
し
の
成
案
（
標
準
９
段
階
か
ら
標
準

1
3
段
階
へ
の
見
直
し
）

見
直
し
案
後
の
最
終
乗
率

現
在
の
最
終
乗
率

低
所
得
者
軽
減
（
公
費
）

①
制
度
内
で
の
所
得
再
分
配
機
能
の
強
化

第
1段
階

第
２
段
階

第
３
段
階

第
５
段
階

第
10

段
階

第
11

段
階

第
12

段
階

第
13

段
階

･･
･

･･
･

③
介
護
に
係
る
社
会
保
障
の
充
実
等
（
公
費

38
2億
円
）

0.
5

0.
3

②
最
終
乗
率
の
引
下
げ

2.
4

2.
3

2.
1

1.
9

1.
7

0.
28

5 
(標
準
乗
率

0.
45

5)

0.
48

5
(標
準
乗
率

0.
68

5)

0.
68

5
(標
準
乗
率

0.
69

)

0.
7

･･
･

1.
0

①
①
第
８
段
・
第
９
段
階
の
境
界
と
な
る
基
準
所
得
金
額
（
９
段
階
境
界
額
）
＋

10
0万

円
、

②
９
段
階
境
界
額
＋

20
0万

円
、
③
９
段
階
境
界
額
＋

30
0万

円
、
④
９
段
階
境
界
額
＋

40
0万

円

②
③

④

令
和
５
年

12
月

22
日
（
金
）
厚
生
労
働
省
・介
護
保
険
部
会
資
料

別
紙
９
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介
護
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
の
加
速
化

（
介
護
事
業
所
に
お
け
る
生
産
性
向

上
推

進
事

業
等
）

令
和
６
年
度
予
算
額

1.
４
億
円

（
令
和
５
年
度
予
算
額

1.
7億

円
）

事
業
の
概
要

指
摘
に

至
った
背
景

秋
の
レ
ビ
ュー

等
に
お
け
る

指
摘
事
項

令
和
６
年
度

予
算
へ
の

反
映
等

介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
の
取
組
を
推
進
し
、
あ
わ
せ
て
年
末
ま
で
の
介
護
報
酬
改
定
の
議
論
の
中
で
、
人
員
配
置
基
準
の
見
直
し
を
検
討

し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
必
要
な
人
員
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
、
介
護
制
度
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
。

生
産
性
向
上
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め

の
委
員
会
の
設
置
を
義
務
化
。

新
し
い
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
要
件

（
職
場
環
境
等
要
件
）
に
お
い
て
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
の
活
用
な
ど
生
産
性
向
上
に
係
る

項
目
を
よ
り
重
視
す
る
見
直
し
を
実
施
。

介
護
人
材
は

20
25
年
に
は

20
22
年
比
で
約

30
万
人
の
増
加
が
必
要
と
予
想
さ
れ
る
一
方
で
、
介
護
関
係
職
種
の
有
効
求
人
倍
率
は
依
然
と

し
て
高
く
人
材
確
保
が
難
し
い
状
況
。

20
40
年
を
見
据
え
る
上
で
も
、
早
急
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
導
入
や
生
産
性
の
向
上
を
進
め
、
業
務

負
荷
の
軽
減
や
介
護
の
質
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

生
産
性
向
上
に
関
し
て
、
事
業
者
に

対
す
る
動
機
づ
け
や
、
日
々
の
業
務

で
多
忙
な
経
営
者
や
現
場
の
介
護
ス

タ
ッ
フ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
高
め

る
方
策
を
検
討
す
べ
き
。

生
産
性
向
上
の
取
組
は
、
特
養
や
介

護
老
人
保
健
施
設
を
は
じ
め
通
所
介

護
や
訪
問
介
護
等
に
お
い
て
も
進
め
、

人
員
配
置
基
準
の
柔
軟
な
取
扱
い
等

を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
業
務
負

担
の
軽
減
等
に
つ
な
げ
て
い
く
べ
き
。

IC
T機

器
の
利
活
用
等
に
よ
り
ケ
ア
の

質
の
確
保
や
職
員
の
負
担
軽
減
等
が

行
わ
れ
て
い
る
介
護
付
き
有
料
老
人

ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、
人
員
配
置
基
準

の
柔
軟
化
を
実
現
。

（
利
用
者
数
：
介
護
職
員
数

３
：
１

→
３
：
０
．
９
）

介
護
分
野
に
お
け
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
今
般

新
た
に
設
定
（
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
等
の

導
入
事
業
者
割
合
・
残
業
時
間
の
減

少
・
離
職
率
の
変
化
・
人
員
配
置
の

柔
軟
化
の
状
況
な
ど
）
。

今
後
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法
等
を

検
討
の
上
、
デ
ー
タ
の
公
表
を
予
定
。

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
等
の
導
入
や
生
産
性

向
上
に
関
す
る
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作

成
し
、
年
限
を
区
切
っ
て
目
標
を
設

定
す
べ
き
。

国
と
し
て
適
切
な
指
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）

を
設
定
し
、
進
捗
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

す
べ
き
。

別
紙

10
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※
計
数
は
そ
れ
ぞ
れ
四
捨
五
入
し
て
い
る
の
で
、
合
計
に
お
い
て
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

※
計
数
に
つ
い
て
は
、
精
査
の
結
果
、
異
動
を
生
ず
る
場
合
が
あ
る
。

参
考

資
料

― 26 ―

―  ―0123456789



○
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
２
分
の
１

（
平
成

24
・

25
年
度
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
２
分
の
１
の
差
額
に
係
る
費
用
を
含
む
）

○
社
会
保
障
の
充
実

・
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

・
高
等
教
育
の
無
償
化

・
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
着
実
な
実
施

・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
改
革

・
医
療
・
介
護
保
険
制
度
の
改
革

・
難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
へ
の
対
応

・
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

等

○
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
社
会
保
障
４
経
費
の
増

・
診
療
報
酬
、
介
護
報
酬
、
年
金
、
子
育
て
支
援
等
に
つ
い
て
の
物
価
上
昇
に
伴
う
増

○
後
代
へ
の
負
担
の
つ
け
回
し
の
軽
減

・
高
齢
化
等
に
伴
う
自
然
増
を
含
む
安
定
財
源
が
確
保
で
き
て
い
な
い
既
存
の
社
会
保
障
費

〈
令
和
６
年
度
消
費
税
増
収
分
の
内
訳
〉

（
公
費
ベ
ー
ス
）

3
.
5
兆

円

4
.
0
5
兆

円

0
.
6
3
兆

円

《
増
収
額
計
：

1
5
.4
兆

円
》

6
.
7
兆

円

（
注
１
）
増
収
額
は
、
軽
減
税
率
制
度
に
よ
る
減
収
影
響
を
除
い
て
い
る
。

（
注
２
）
総
合
合
算
制
度
の
見
送
り
に
よ
る

4
,0

0
0
億
円
を
軽
減
税
率
制
度
の
財
源
と
し
て
い
る
。

（
注
３
）
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」
（
令
和
５
年

1
2
月

2
2
日
閣
議
決
定
）
で
示
さ
れ
た
「
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
加
速
化
プ
ラ
ン
」
を
支
え
る
安
定
財
源
と
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
伴
う
消
費
税
収
相
当
分
（
令
和
６
年
度
予
算
約

1
,7

0
0
億
円
）
の
活
用
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

令
和
６
年
度
の
消
費
税
増
収
分
の
使
途
に
つ
い
て

― 27 ―

―  ―0123456789



事
項

事
業

内
容

令
和

６
年
度

予
算
案

(
参
考
)

令
和
５
年
度

予
算
額

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

の
着
実
な
実
施
・社

会
的
養
育
の
充
実

前
年
同
額

7
,
0
0
0

育
児
休
業
中
の
経
済
的
支
援
の
強
化

9
7
9

1
7

医 療 ・ 介 護

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
体
制
改
革

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
、
在
宅
医
療
の
推
進
等

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（医

療
分
）

・
診
療
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
増
収
分
等
の
活
用
分

う
ち

令
和
６
年
度
に
お
け
る
看
護
職
員
、
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
な
ど
の
医
療
関
係
職
種
の
賃
上
げ
の
一
部

・
医
療
情
報
化
支
援
基
金

前
年
同
額

1
,4

9
8

3
5
0

1
7
2

1
,
0
2
9

1
,
1
4
8

－
2
8
9

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

・
平
成

27
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
増
収
分
等
の
活
用
分
（
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
等
）

・
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
、
認
知
症
施
策
の
推
進
な
ど
地
域
支
援
事
業
の
充
実

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（介

護
分
）

・
令
和
４
年
度
に
お
け
る
介
護
職
員
の
処
遇
改
善

・
令
和
６
年
度
に
お
け
る
介
護
職
員
の
処
遇
改
善

前
年
同
額

4
1
4

5
2
4

前
年
同
額

5
1
7

1
,
1
9
6

5
3
4

7
3
4

7
5
2

－

医
療
・
介
護
保
険

制
度
の
改
革

国
民
健
康
保
険
等
の
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
措
置
の
拡
充
・
子
ど
も
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料
等
の
均
等
割
額
の

減
額
措
置

前
年
同
額

6
9
3

被
用
者
保
険
の
拠
出
金
等
に
対
す
る
支
援

9
0
0

7
0
0

7
0
歳
未
満
の
高
額
療
養
費
制
度
の
改
正

前
年
同
額

2
4
8

介
護
保
険
の
第
１
号
保
険
料
の
低
所
得
者
軽
減
強
化

1
,1

9
0

1
,
5
7
2

介
護
保
険
保
険
者
努
力
支
援
交
付
金

前
年
同
額

2
0
0

国
民
健
康
保
険
へ
の
財
政
支
援
の
拡
充

（
低
所
得
者
数
に
応
じ
た
財
政
支
援
、
保
険
者
努
力
支
援
制
度
等
）

3
,8

1
6

3
,
7
3
6

国
民
健
康
保
険
の
産
前
産
後
保
険
料
の
免
除

1
5

4

こ
ど
も
医
療
費
助
成
に
係
る
国
民
健
康
保
険
の
減
額
調
整
措
置
の
廃
止

4
7

－

難
病
・
小
児
慢
性

特
定
疾
病
へ
の
対
応

難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
公
平
か
つ
安
定
的
な
制
度
の
運
用

等
前
年
同
額

2
,
0
8
9

年
金

年
金
受
給
資
格
期
間
の

2
5
年
か
ら

1
0
年
へ
の
短
縮

前
年
同
額

6
4
4

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

3
,9

5
8

5
,
2
2
0

遺
族
基
礎
年
金
の
父
子
家
庭
へ
の
対
象
拡
大

1
0
6

9
1

合
計

2
7
,9

8
7

2
7
,
9
72

令
和
６
年
度
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
充
実
」
（
概
要
）

（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）。

計
数
は
、
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端

数
に
お
い
て
合

計
と
合

致
し
な
い
も
の
が

あ
る
。

（
注
２
）
消
費
税
増
収
分
（
2
.4
兆
円
）と

社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
等
に
基
づ
く
重
点
化
・効

率
化
に
よ
る
財

政
効
果

（▲
0.

4兆
円
）
を
活

用
し
、
上
記

の
社

会
保
障
の

充
実

（2
.8
兆
円

）の
財
源

を
確
保
。

（
単
位
：
億
円
）
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社
会

保
障

の
充

実
と
財

政
健

全
化

の
バ

ラ
ン
ス
を
取

り
つ
つ
、
安

定
財

源
と
し
て
、

2
01

9
年

1
0
月

に
予

定
さ
れ

る
消

費
税

率
1
0
％

へ
の

引
上

げ
に
よ
る
財

源
を
活

用
す
る
。
消

費
税

率
の

２
％
の
引

上
げ
に
よ
り
５
兆
円
強

の
税
収

と
な
る
が
、
こ
の

増
収

分
を
教
育

負
担
の

軽
減

・
子

育
て
層
支

援
・
介
護

人
材
の

確
保
等

と
、
財

政
再

建
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
概

ね
半
分

ず
つ
充

当
す
る
。

前
者
に
つ
い
て
、
新
た
に
生
ま
れ
る

1
.7
兆
円
程
度
を
、
本
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
幼
児
教
育
の
無
償
化
、
「子

育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
の
前
倒
し
に
よ
る
待
機
児
童
の
解
消
、
保
育
士
の
処
遇
改

善
、
高
等
教
育
の
無
償
化
、
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
に
充

て
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、

2
0
1
9
年

1
0
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率

1
0
％
へ

の
引
上

げ
を
前
提
と
し
て
、
実

行
す
る
こ
と
と
す
る
。

新
し
い
経
済
政
策
パ
ッケ
ー
ジ
に
つ
い
て
（
平
成

29
年

12
月
８
日
閣
議
決
定
）
（
抜
粋
）

（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）。

計
数
は
、
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端

数
に
お
い
て
合

計
と
合

致
し
な
い
も
の

が
あ
る
。

（
注
２
）
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
の
実
現
に
必
要
な
企
業
主
導
型
保
育
事
業
（幼

児
教
育
・保

育
の
無

償
化
の

実
施
後

は
、
３
歳

か
ら
５
歳
ま
で
の

子
供
た
ち
及
び
０
歳

か
ら
２
歳

ま
で
の
住
民

税
非
課

税
世
帯
の
子
供
た
ち
の
企
業
主
導

型
保
育

事
業
の
利
用
者
負

担
を
助
成
す
る
事
業
を
含
む
。
）
と
保
育
所
等
の
運
営
費
（０

歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
子

供
に
相

当
す
る
部
分

）に
は
、
別

途
、
事
業

主
が

拠
出

す
る
子
ど
も
・子

育
て
拠

出
金
を
充

て
る
。

（
単
位
：
億
円
）

事
項

事
業

内
容

令
和

６
年
度

予
算

案

(
参
考
)

令
和
５
年
度

予
算
額

待
機
児
童
の
解
消

•
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
を
前
倒
し
し
、

2
0
2
0
年
度
末
ま
で
に

3
2万

人
分
の
受
け
皿
を
整
備
。

•
保
育
士
の
確
保
や
他
産
業
と
の
賃
金
格
差
を
踏
ま
え
た
処
遇
改
善
に
更
に
取
り
組
む
（
2
0
1
9
年
４
月
か
ら

更
に
１
％
（
月

3
,0

0
0
円
相
当
）
の
賃
金
引
上
げ
）。

前
年
同
額

7
2
2

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

•
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
全
て
の
子
供
た
ち
及
び
０
歳
～
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
供
た
ち
の
幼

稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
等
の
費
用
を
無
償
化
（
2
0
19
年

1
0
月
～
）
。

8
,
8
5
8

介
護
人
材
の
処
遇
改
善

•
リ
ー
ダ
ー
級
の
介
護
職
員
に
つ
い
て
他
産
業
と
遜
色
な
い
賃
金
水
準
を
目
指
し
、
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護

職
員
に
重
点
化
を
図
り
つ
つ
、
介
護
職
員
の
更
な
る
処
遇
改
善
を
実
施
。
こ
の
趣
旨
を
損
な
わ
な
い
程
度
で
、

介
護
職
以
外
の
職
員
の
処
遇
改
善
も
実
施
（
2
01

9
年

1
0月

～
）
。

1
,
0
0
3

高
等
教
育
の
無
償
化

•
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
、
低
所
得
世
帯
で
あ
っ
て
も
社
会
で
自
立
し
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
大
学

等
に
お
い
て
修
学
で
き
る
よ
う
、
高
等
教
育
の
修
学
支
援
（
授
業
料
等
減
免
・
給
付
型
奨
学
金
）
を
着
実
に

実
施
（
2
0
2
0
年
４
月
～
）
。

5
,9

0
8

5
,
7
6
4

合
計

1
6
,4

9
1

1
6
,
3
4
7

令
和
６
年
度
に
お
け
る
「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
概
要
）
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2.
6兆

円
2.

3 
兆
円

1.
3兆

円

5.
6兆

円

（
＋

4.
3兆

円
）

0.
3 兆

円

0.
7兆

円

20
13
年
度

20
22
年
度

現
金
給
付

現
物
サ
ー
ビ
ス

育
児
休
業
給
付

児
童
数
の
動
向
を

踏
ま
え
た
減
※

※
児
童
手
当
の
特
例
給
付
対
象
者
に
係
る
所
得
上
限
の
設
定
に
よ
る
減
を
含
む8.

6兆
円

（
＋

0.
4兆

円
）

（
▲

0.
3 兆

円
）

：
児
童
手
当
、
児
童
扶
養
手
当

：
保
育
所
運
営
費
、
地
域
こ
ど
も
子
育
て
支
援
事
業
、

大
学
等
修
学
支
援
費
、
障
害
児
給
付
費

等

：
雇
用
保
険
料
で
実
施

4.
2兆

円

◆
20

13
→

20
22
年
度
の
こ
ど
も
関
連
予
算
（
地
方
負
担
含
む
公
費
ベ
ー
ス
）
の
推
移

＋
4.

3兆
円
（
９
年
間
の
累
積
）
の
財
源


消
費
税
率
の
引
上
げ

＋
2.

2兆
円


子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
の
増
額

＋
0.

5兆
円


歳
出
の
目
安
の
下
で
の

歳
出
改
革
に
よ
る
予
算
確
保

＋
1.

6兆
円

歳
出
改
革
に
よ
る
公
費
節
減
（
こ
ど
も
未
来
戦
略
）

（
注
）
上
記
の
ほ
か
、
児
童
扶
養
手
当
の
制
度
改
正
（
多
子
加
算
額
の
増
額
、
公
費

25
0億

円
（

20
17
年
度
予
算
）
）
の
財
源
確
保
の
た
め
の
歳
出
改
革
が
あ
る
。

⇒
年
平
均
：
＋

0.
18

兆
円

〇
これ
ま
で
、こ
ども
予
算
の
充
実
に
向
け
て
、消

費
税
率
引
上
げ
や
子
ども
・子
育
て
拠
出
金
の
増
額
に
よ
り財

源
を
確
保
して
き
た
ほ
か
、社
会
保
障
関

係
費
等
の
歳
出
の
目
安
の
下
で
の
歳
出
改
革
に
よ
り、

20
13
年
度
か
ら

20
22
年
度
ま
で
の

9年
間
で
、こ
ども
・子
育
て
関
連
予
算
（
国
・地
方
あ

わ
せ
た
公
費
ベ
ー
ス
）
を
年
平
均

0.
18
兆
円
程
度
増
加
さ
せ
て
き
て
い
る
。

〇
「全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
を
目
指
す
改
革
の
道
筋
（
改
革
工
程
）
」に
お
け
る
医
療
・介
護
制
度
等
の
改
革
を
実
現
す
る
こと
を
中
心
に
取
り組

み
、

これ
ま
で
の
実
績
も
踏
ま
え
、2

02
8年

度
ま
で
に
、公
費
節
減
効
果
に
つ
い
て

1.
1兆

円
程
度
の
確
保
を
図
る
。

【加
速
化
プ
ラン
に
お
け
る
実
績
】

20
23
年
度
：
＋

0.
18

兆
円
程
度

20
24
年
度
：
＋

0.
19

兆
円
程
度

※
社
会
保
障
関
係
費
等
の
歳
出
の
目
安
の
下
で
の
こ
ど
も
家
庭
庁

に
お
け
る
予
算
確
保
額
な
ど
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社
会
保
険
負
担
（
①
医
療
介
護
従
事
者
の
賃
上
げ
に
よ
る
増

↑
 、
②
制
度
改
革
等
に
よ
る
増

↑
 ）

雇
用
者
報
酬
（
雇
用
者
全
体
の
賃
上
げ
に
よ
る
増

↑
）

社
会
保
障
に
係
る
国
民
負
担
率
を

社
会
保
険
料
率
で
み
た
場
合

:

〇
歳
出
改
革
と賃

上
げ
に
よ
って
実
質
的
な
社
会
保
険
負
担
軽
減
の
効
果
を
生
じさ
せ
、そ
の
範
囲
内
で
、2

02
6年

度
か
ら段

階
的

に
20

28
年
度
に
か
け
て
支
援
金
制
度
を
構
築
す
る
こと
とし
、2

02
8年

度
に

1.
0兆

円
程
度
の
確
保
を
図
る
。

大
臣

折
衝

(６
．

「こ
ども

未
来

戦
略

」に
お

け
る

実
質

的
な

社
会

保
険

負
担

軽
減

効
果

)

○
物
価
上
昇
を
上
回
る
賃
上
げ
の
実
現
に
向
け
て
、政

府
が
総
力
を
挙
げ
て
異
例
の
取
組
を
行
う中

、こ
うし
た
取
組
に
よ
り雇

用
者
報
酬
の
増
加
率
が

上
昇
す
る
こと
を
通
じて
生
じる
社
会
保
険
負
担
軽
減
効
果
も
踏
ま
え
、2

02
3年

度
・2

02
4年

度
に
お
い
て
は
、

①
報
酬
改
定
の
うち
、医

療
介
護
の
現
場
従
事
者
の
賃
上
げ
に
確
実
に
充
当
され
る
加
算
措
置
で
あ
って
、政

府
経
済
見
通
し等

に
照
らし
て
合
理
的

に
見
込
ま
れ
る
一
人
当
た
り雇

用
者
報
酬
の
増
加
率
の
範
囲
内
で
措
置
され
る
も
の
に
よ
って
生
じる
追
加
的
な
社
会
保
険
負
担
、及

び
②

能
力
に
応
じた
全
世
代
の
支
え
合
い
の
観
点
か
ら実

施
す
る
「全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
を
目
指
す
改
革
の
道
筋
（
改
革
工
程
）
」に
基
づ
く制

度
改
革
等
（
前
期
財
政
調
整
に
お
け
る
報
酬
調
整
（
１

/３
）
の
導
入

[後
期
高
齢
者
の
保
険
料
負
担
の
見
直
しを
含
む

]及
び
介
護
の
第
一
号

保
険
料
の
在
り方

の
見
直
し）

の
結
果
とし
て
生
じる
追
加
的
な
社
会
保
険
負
担
に
つ
い
て
は
、

追
加
的
な
社
会
保
険
負
担
額
か
ら控

除
す
る
。

○
この
よ
うな
考
え
方
で
算
定
す
る
と、

20
23
年
度
・2

02
4年

度
に
お
け
る
「実
質
的
な
社
会
保
険
負
担
軽
減
効
果
」は

0.
33
兆
円
程
度
（

20
23

年
度
分

0.
15
兆
円
、2

02
4年

度
分

0.
17
兆
円
）
とな
る
。2

02
5年

度
か
ら2

02
8年

度
ま
で
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、「
改
革
工
程
」の
項
目
を

実
施
す
る
こと
に
よ
る
社
会
保
険
負
担
軽
減
効
果
の
算
定
を
含
め
、検

討
を
行
う。

※
医
療
従
事
者
・
介
護
従
事
者
に

対
す
る
処
遇
改
善
の
た
め
の

加
算
措
置
分

負
担
軽
減
効
果

控
除
分

薬
価
改
定

▲
0.

15
兆
円

前
期
財
政
調
整
に
お
け

る
報
酬
調
整

後
期
高
齢
者
の
保
険
料

負
担
の
見
直
し

(＋
0.

09
兆
円

)

20
23
年
度

合
計

▲
0.

15
兆
円

(＋
0.

09
兆
円

)

（
参
考
）
社
会
保
険
負
担
軽
減
効
果

20
23
年
度
分
と

20
24
年
度
分
で
合
計
▲

0.
33
兆
円
程
度

負
担
軽
減
効
果

控
除
分

薬
価
等
改
定

/薬
価
制
度
見
直
し

▲
0.

26
兆
円

診
療
報
酬
改
定

＋
0.

05
兆
円

(＋
0.

15
兆
円

)

介
護
報
酬
改
定

＋
0.

04
兆
円

(＋
0.

06
兆
円

)

介
護
の
１
号
保
険
料
見
直
し

(＋
0.

04
兆
円

)

20
24
年
度

合
計

▲
0.

17
兆
円

(＋
0.

25
兆
円

)※ ※
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健康・医療戦略推進本部の下で各省が連携し、令和５年度補正予算（６７９億円）と合わせ、
医療分野の研究開発を政府一体で推進。

※ 精査により計数等に異動が生じる場合がある。

 上記経費に加え、内閣府に計上される「科学技術イノベーション創造推進費(555億円)」の一部（175億円）を医療分野の研究開発関連の調整費として充当見込み。
 令和５年度補正予算に、AMED対象経費として650億円（内365、文208、厚73、経4）、インハウス研究機関経費として29億円（厚29）を計上。
 上記における計数は、それぞれ四捨五入しているため、端数において合計とは合致しないものがある。

６年度予算 ５年度予算
（当初）

日本医療研究開発
機構（AMED）
対象経費

１，２４５億円
（こ6,総5,文581,
厚481,経171）

１，２４８億円
（こ6,総5,文581,
厚483,経174）

インハウス研究
機関経費

８０５億円
（こ0,文253,厚478,経74）

７９６億円
（文254,厚468,経73）

対前年度
増▲減額 増▲減率

▲３億円 ▲0.3％

＋９億円 ＋1.1％

５年度予算
（補正）

６５０億円
（内365,文208,
厚73,経4）

２９億円
（厚29）

主な取組

１． 医薬品プロジェクト ３６６億円 ＜ＡＭＥＤ ３２５億円、インハウス ４１億円＞

２． 医療機器・ヘルスケアプロジェクト １０８億円 ＜ＡＭＥＤ＞

３． 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト １８６億円 ＜ＡＭＥＤ＞

４． ゲノム・データ基盤プロジェクト １８４億円 ＜ＡＭＥＤ １６６億円、インハウス １８億円＞

５． 疾患基礎研究プロジェクト １５０億円 ＜ＡＭＥＤ＞

６． シーズ開発・研究基盤プロジェクト ２３６億円 ＜ＡＭＥＤ＞

■ AI・IoT技術、計測技術、ロボティクス技術等を融合的に活用し、診断・治療の高度化や、予防・QOL向
上に資する医療機器・ヘルスケアに関する研究開発を行う。

■ 再生・細胞医療の実用化に向け、細胞培養・分化誘導等に関する基礎研究、疾患・組織別の非臨床・
臨床研究や製造基盤技術の開発、疾患特異的ｉPS細胞等を活用した難病等の病態解明・創薬研究及
び必要な基盤構築を行う。また、遺伝子治療について、遺伝子導入技術や遺伝子編集技術に関する研究
開発を行う。さらに、再生・細胞医療と遺伝子治療の一体的な研究開発や臨床研究拠点の整備を進めると
ともに、革新的な研究開発・基盤整備を進める。

■ ゲノム・データ基盤の整備・利活用を促進し、ライフステージを俯瞰した疾患の発症・重症化予防、診断、
治療等に資する研究開発を推進することで、病態解明を含めたゲノム医療、個別化医療の実現を目指す。

■ 医療分野の研究開発への応用を目指し、脳機能、免疫、老化等の生命現象の機能解明や、様々な疾
患を対象にした疾患メカニズムの解明等のための基礎的な研究開発を行う。

■ アカデミアの組織・分野の枠を超えた研究体制を構築し、新規モダリティの創出に向けた画期的なシーズの
創出・育成等の基礎的研究や、国際共同研究を実施する。また、橋渡し研究支援拠点や臨床研究中核
病院において、シーズの発掘・移転や質の高い臨床研究・治験の実施のための体制や仕組みを整備するとと
もに、リバース・トランスレーショナル・リサーチや実証研究基盤の構築を推進する。

※上記に加え、AMED運営費交付金等のAMED対象経費が７５億円、インハウス研究機関の運営経費等のインハウス研究機関経費が７４５億円ある。

第２期健康・医療戦略（令和２年度～令和６年度）における６プロジェクトは、開発目的（予防、診断、
治療、予後QOL）ごとの特性を活かしたモダリティ等に基づいており、これに沿って予算を重点化する。
令和６年度においては、医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針に基づき、認知症等の脳神経
疾患の発症・進行抑制・治療法等に資する研究開発、ゲノム創薬をはじめとする次世代創薬、再生・細胞医
療・遺伝子治療を含む、医療分野の研究開発を強力に推進する。

■ 医療現場のニーズに応える医薬品の実用化を推進するため、創薬標的の探索から臨床研究に至るまで、
モダリティの特徴や性質を考慮した研究開発を行う。また、モダリティに関する基盤的な研究開発を行い、新
薬創出を目指す。さらに、創薬研究開発に必要な支援基盤の構築に取り組む。

令和６年度 医療分野の研究開発関連予算のポイント
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各種資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。
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